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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月20日(2016.10.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　補助駆動機構を有する電動補助自転車であって、
　ステムと、
　グリップを有しかつ前記ステムから車両幅方向に延びるハンドルと、
　装置本体、および前記装置本体に設けられかつ前記ハンドルの外周面を保持するように
前記ハンドルに取り付けられる取付部を含む操作装置とを備え、
　前記装置本体は、前記ハンドルに対向しないように設けられる操作面と、前記補助駆動
機構を操作するための操作部と、周囲の光を取り込むために前記操作面に設けられる受光
窓と、前記受光窓からの光に基づいて周囲の環境照度を検出する照度検出部とを含み、
　前記受光窓は、前記ハンドルのうち前記取付部の取付箇所の軸方向において、前記操作
面の重心点よりも前記ステム側に位置する、電動補助自転車。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　それゆえにこの発明の主たる目的は、ハンドルに取り付けられた操作装置が受光窓およ
び照度検出部を有する場合において、周囲の環境照度を精度よく検出できる、電動補助自
転車を提供することである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
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　上述の目的を達成するために、請求項１に記載の電動補助自転車は、補助駆動機構を有
する電動補助自転車であって、ステムと、グリップを有しかつステムから車両幅方向に延
びるハンドルと、装置本体、および装置本体に設けられかつハンドルの外周面を保持する
ようにハンドルに取り付けられる取付部を含む操作装置とを備え、装置本体は、ハンドル
に対向しないように設けられる操作面と、補助駆動機構を操作するための操作部と、周囲
の光を取り込むために操作面に設けられる受光窓と、受光窓からの光に基づいて周囲の環
境照度を検出する照度検出部とを含み、受光窓は、ハンドルのうち取付部の取付箇所の軸
方向において、操作面の重心点よりもステム側に位置することを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　この発明によれば、ハンドルに取り付けられた操作装置が受光窓および照度検出部を有
する場合において、周囲の環境照度を精度よく検出できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　図４から図６を参照して、表示操作装置４０は、装置本体８６と、取付部８８とを含む
。取付部８８は、略環状に形成され、装置本体８６に設けられかつハンドル３２の外周面
を保持するようにハンドル３２に取り付けられている。取付部８８は、上側部材８８ａと
、下側部材８８ｂと、上側部材８８ａと下側部材８８ｂとを連結する締結部材としてのボ
ルト８８ｃおよびナット８８ｄとを含む。上側部材８８ａは、装置本体８６のケース下部
８６ｅ（後述）の下面に取り付けられている。この実施形態では、上側部材８８ａとケー
ス下部８６ｅとは一体的に形成されている。上側部材８８ａと下側部材８８ｂとは、互い
の一端部が嵌合され、互いの他端部がボルト８８ｃおよびナット８８ｄによって連結され
ている。下側部材８８ｂは、たとえば可撓性部材からなり、ハンドル３２の外周面を外周
方向に略４分の３包囲するように、ハンドル３２に取り付けられている（図６参照）。ハ
ンドル３２の外周面のうち、下側部材８８ｂによって包囲されていない外周方向の略４分
の１は、上側部材８８ａによって包囲されている。このように、上側部材８８ａと下側部
材８８ｂとによってハンドル３２の外周面を外周方向に包囲した状態で、上側部材８８ａ
と下側部材８８ｂとをボルト８８ｃおよびナット８８ｄで連結することによって、装置本
体８６（表示操作装置４０）がハンドル３２に取り付けられる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　図４から図７を参照して、受光窓９８は、ハンドル３２のうち取付部８８の取付箇所の
軸方向Ｘにおいて、操作面９０の重心点Ａよりもステム側に位置する。また、操作面９０
に対して垂直な方向から見たとき、ハンドル３２のうち取付部８８の取付箇所の軸方向Ｘ
に延びかつ重心点Ａを通る仮想線分Ｂを挟んで、受光窓９８とシート５０とが、互いに反
対の位置にある。さらに、受光窓９８の少なくとも一部は、操作部９４よりも、具体的に
は、電源ボタン１０２およびメータ表示切替ボタン１０８よりも、ステム側に位置する。
この実施形態では、受光窓９８は、メータ表示切替ボタン１０８の近傍に位置する。照度
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検出部１００は、受光窓９８からの光を受けることができる位置に設けられ、典型的には
、受光窓９８を通りかつ操作面９０に対して垂直な線上に配置される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　電動補助自転車１０ａのハンドル３２ａは、ステム（図示せず）から車両幅方向の両側
（左方向および右方向）に略水平に延びた後、略上方に延び、さらに略後方に延びている
。ハンドル３２ａは、その左右両端部にそれぞれ、グリップ３４ａ，３６ａを有する。ハ
ンドル３２ａの左部分において、グリップ３４ａのステム側端部の近傍に、ベル４６ａ、
後輪ブレーキレバー３８ａおよび表示操作装置４０がこの順で取り付けられている。また
、ハンドル３２ａの右部分において、グリップ３６ａのステム側端部の近傍に、変速グリ
ップ４２ａ、前輪ブレーキレバー４４ａ、およびハンドル３２ａをロックするための操作
レバー１２０がこの順で取り付けられている。ハンドル３２ａの左右の部分に挟まれるよ
うにチャイルドシート１２２が設けられている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　電動補助自転車１０ｂのハンドル３２ｂは、略Ｉ字状に形成され、ステム２４ｂから車
両幅方向の両側（左方向および右方向）に略水平に延びている。ハンドル３２ｂは、その
左右両端部にそれぞれ、グリップ３４ｂ，３６ｂを有する。ハンドル３２ｂの左部分にお
いて、グリップ３４ｂのステム側端部の近傍に、後輪ブレーキレバー３８ｂおよび表示操
作装置４０がこの順で取り付けられている。また、ハンドル３２ｂの右部分において、グ
リップ３６ｂのステム側端部の近傍に、変速グリップ４２ｂ、前輪ブレーキレバー４４ｂ
、およびベル４６ｂがこの順で取り付けられている。
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